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石 川 県 の 物 品 等 文 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 釦 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 五 月 十 五 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 規 則 第 二 十 二 号

石 川 県 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 の 物 品 等 文 は 特 定 役 務 の 調 遼 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 則 ( 平 成 七 年 石 川 県 規 則 第 七 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 「 協 定 」 と い う 。 ご を 「 こ の 条 に お い て 「 協 定 」 と い う 。 )、 二 千 十 二 年 = 一 月 三 十 日 ジ ュ ネ ー ブ で 作 成 さ

れ た 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 を 改 正 す る 議 定 番 に よ っ て 改 正 さ れ た 協 定 そ の 他 の 国 際 約 束 」 に 、 「 協 定 の 」 を 「 国 際 約

束 の 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 二 項 第 二 号 中 「 更 新 手 続 」 の 下 に 、 「 並 び に 当 該 資 格 に 関 す る 文 書 を 入 手 す る た め の 手 段 」 を 加 え る 。

第 四 条 中 「 以 外 の 契 約 」 の 下 に 、 「 ( 最 初 の 契 約 に 係 る 公 告 に お い て 、 最 初 の 契 約 以 外 の 契 約 に 係 る 公 告 を そ の 入 札

期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 二 十 四 日 前 ま で に 行 う 旨 を 明 示 し た も の に 限 る 。 ) 」 を 加 え る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 第 七 条 」 を 「 第 七 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 七 条 の 」 を 「 第 七 条 第 一 項 の 」 に 、 「 第

七 条 第 三 項 」 を 「 第 七 条 第 四 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 の 規 定 に よ る 通 知 」 を 「 に 規 定 す る 事 項 並 び に 特 例 政 令 第

七 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 の 通 知 」 に 改 め る 。

第 六 条 第 二 号 中 「 入 札 期 日 」 の 下 に 「 又 は 財 務 規 則 第 百 十 一 条 第 一 項 ( 財 務 規 則 第 百 二 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 申 請 の 時 期 」 を 加 え る 。

第 七 条 第 四 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 中 「 事 項 」 の 下 に 「 並 び に 特 例 政 令 第 七 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に

掲 げ る 事 項 」 を 加 え 、 同 条 中 間 項 を 第 四 項 と し 、 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3 知 事 は 、 一 般 競 争 入 札 文 は 指 名 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 の 資 格 審 査 の 結 果 、 一 般 競 争 入 札 文 は 指 名 競 争 入 札 に 参 加

す る 者 の 資 格 が な い と 認 め た 者 か ら 請 求 が あ る と き は 、 当 該 資 格 が な い と 認 め た 理 由 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。

第 九 条 第 一 号 中 「 第 六 条 第 五 号 」 を 「 第 六 条 第 六 号 」 に 改 め 、 同 条 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号

を 加 え る 。

六 契 約 の 手 続 に お い て 、 財 務 規 則 第 百 二 十 一 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 場 合 に は 、 当

該 電 子 情 報 処 理 組 織 の 使 用 に 関 す る 事 項

附 則

ー と の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2 改 E 後 の 石 川 県 の 物 品 等 文 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 則 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 目 前 に お い て

行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込 み の 誘 引 に 係 る 契 約 で 同 日 以 後 に 締 結 さ れ る も の に つ い て は 、 適 用 し な い 。
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石川県告示第219号

石 川 県 公 報
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石川県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年石川県告示第365号)の一部を次のように改正する。

平成26年 5月15日

外

石川県知事 谷 本 正 憲

第1条中「政府調達に関する協定 (平成7年条約第23号)Jを「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令 (平成 7年政令第372号)第 1条に規定する1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関

する協定(以下この条において「協定jという。)、2012年 3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を

改正する議定書によって改正された協定その他の国際約束」に改める。

第2条第3項中 f2年とする」を f2年とし、再任を妨げないj に改め、同条第4項を次のように改める。

4 委員の任期が満了した場合であっても、当該委員は、後任の委員が任命されるまでの聞は、引き続きその職務を

行うものとする。

第5条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 委員長は、緊急やむを得ない場合を除き、委員会を招集しようとするときは、文書により 、会議の日時、場所及

び議事をあらかじめ委員に通知する。

第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条の次に次の 1条を加える。

(議事録)

第6条 委員会においては、議事録を作成する。

附貝IJ

この告示は、平成26年5月15日から施行する。

石川県告示第220号

政府調達に関する苦情の処理手続要領(平成8年石川県告示第366号)の一部を次のように改正する。

平成26年 5月15日

石川県知事 谷 本 正 意

第1条中「政府調達に関する協定(平成7年条約第23号。以下 「協定Jという。)Jを「地方公共団体の物品等文は

特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)第 1条に規定する1994

年4月15日マラケ、ンュで作成された政府調達に関する協定(以下この条において 「協定Jという。)、 2012年3月30日

ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定その他の国際約束(以下

「協定等j とし、う。)Jに改める。

第2条第1項中「協定Jを「協定等j に改め、同項に後段として次のように加える。

なお、との苦情の申立ては、いつでも取り下げることができる。

第2条第3項後段を削り 、同条第6項中「有するすべての供給者はj を 「持つ供給者であってJに、「通知するこ

とにより j を「通知を行ったもの(以下「参加者」という。)は」に改め、同項に後段として次のように加える。

なお、この参加の通知は、いつでも取り下げることができる。

第2条中第6項を第9項とし、第5項を第8項とし、同項の前に次の2項を加える。

6 関係調達機関は、申し立てられた苦情が却下されるべきと判断する場合には、委員会に対し、文牲により理由を

付して却 卜すべき旨を申し出ることができる。

7 委員会は、苦情の申立てが第 1項に規定する期間内に行われなかった場合においても、正当な理由があると認め

るときは、当該申立てを受理することができる。

第2条第4項中 r7作業RJを rlO作業円」に改め、同項第2号中「協定j を 「協定等Jに改め、同項第 3号中

「軽微j を「軽微な、Jに改め、同条中間項を第5項とし、第3項の次に次の 1項を加える。

4 委員会は、苦情の申立ての書類に不備があると認めるときは、当該申立てを行った者に対し、その補正を求める

ことができる。なお、不備が軽微なものであるときは、委員長は職権で補正することができる。

第3条第1項中 flO日Jを f12作業日」に改め、同条第4項ただし書を削り、同条第5項中「前項ただし舎の場合

においてj を「前項の通知があったときは」に改め、同条中同項を第6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。
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5 前項の場合において、関係調達機関の長が緊急かつやむを得ない状況にあるため、機関として委員会の要請に従

うことができないと判断する場合には、その旨を理由を付して直ちに委員会に文書をもって通知しなければならな

い。委員会は、当該通知のあった後直ちに当該文書の写しを苦情申立人に送付しなければならない。

第3条に次の 1項を加える。

7 第 5項の通知があった場合には、委員会は、当該理由が認めるに足りるものかどうかを判断し、その結果を直ち

に苦情申立人及び関係調達機関に文書をもって通知しなければならない。

第4条第1項中「第2条第5項」を「第2条第8項Jに改め、同条第2項中「参加人(第2条第6項の規定による

通知を行った者をいう。以下同じ。)Jを「参加者」に改め、同条第3項中 「参加入j を「参加者Jに改める。

第5条第1項に後段として次のように加える。

なお、申し立てられた苦情に関して利害関係を持っと認められる委員は、当該苦情の検討に参加することができ

ない。

第5条中第8項を第11項とし、第7項を第10項とし、同項の前に次の2項を加える。

8 委員会は、その判断により 、証人を出席させるととができる。

9 苦情申立人、参加者及び関係調逮機関は、委員会における自らの行う意見若しくは報告の陳述を公開で行うこと

又は証人の出席を求めることができる。この場合において、委員会は、原則として、その求めに応ずるものとする。

ただし、意見若しくは報告の陳述又は証人の出席は、苦情申立人、参加者、関係調達機関その他の調達に利害関係

を持つ者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他当該者に閲する商業上の秘密情報の保護に配慮されたもので

なければならない。

第5条第5項及び第6項を削る。

第 5条第4項中「苦情申立人」の次に「、参加者j を加え、同項を同条第7項とし、同項の前に次の 1項を加える。

6 苦情申立人、参加者、関係調達機関及び代理人は、委員会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

第5条第3項前段中「苦情申立人j の次に「、参加者Jを加え、同項後段を次のように改める。

この場合において、苦情申立入、参加者及び関係調達機関は、弁護士又は委員会の承認を得た者を代理人とする

ことができるものとし、代理人の権限は、文書をもって証明しなければならない。

第5条中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、第 1項の次に次の2項を加える。

2 関係調達機関は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合を除き、説明、主

張及び文告の提出等を拒むことができなし、。

3 委員会は、説明、 主張及び文書の提出等が、公共の利益を害し、文は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれが

ある場合に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、関係調達機関に説明、 主張及び文書の

提示等をさせることができる。この場合においては、何人も、その説明、 主張及び文書等の楠示を求めることがで

きない。

第6条第1項第3号及び第 2項中 「協定」を「協定等jに改め、同条第3項中「協定Jを「協定等jに、「調達のJ

を「当該調達のJに改め、同項に後段として次のように加える。

委員が少数意見の公表を求めた場合には、委員会は少数意見を報告書に付記することができる。

第6条第5項中「当該調達機関自身Jを「関係調達機関自身j に改める。

第7条第2項中「参加入Jを「参加者」に改め、同条第 3項中 「第6条第 1項及び第2項j を「第6条第1項」に

改める。

本則に次の2条を加える。

(調達に係る文書の保存)

第 9条 調達機関は、苦情の処理手続に資するため、協定等の対象となる調達を行った場合には、当該調達に係る契

約の日から 3年間(公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサービスに係る場合にあっ

ては、 5年間)、当該調達に係る文書(電子的手段による当該調達の実施に関する履歴を適切に篠認するためのデー

タを含む。)を保存しなけれぽならない。

(適用基準額の邦貨換算額)

第10条 協定等に定める適用基準額の邦貨換算額については、特例政令第3条第1項に規定する総務大臣の定める区

分に応じ総務大臣の定める額によるものとする。

附則

この告示は、平成26年 5月15円から施行し、同円以後に申立てのあった苦情の処理について適用する。
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